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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも前後に対向する一側針床と他側針床を備える横編機を用いて筒状編地を編成
する途中に、往路編成と復路編成とで構成される折り返し編成を繰り返し、前記筒状編地
の一部に折り返し端の周縁が傾斜する傾斜縁部を形成する筒状編地の編成方法において、
　前記往路編成の終端編目の折り返し端側に隣接する既存編目に割増やしを行なって、前
記既存編目を対向する編針に移動させると共に、前記既存編目が係止されていた編針に新
規編目を編成する工程Ａと、
　前記工程Ａの前記既存編目を割増やし目と規定する、または前記既存編目のウエール方
向に続く連続編目を編成し、その連続編目を割増やし目と規定し、前記終端編目と前記新
規編目との間に前記割増やし目を移動させる工程Ｂと、を行い、
　前記割増やし目を前記工程Ａの前記既存編目と見做す、または前記割増やし目のウエー
ル方向に続く連続編目を編成し、その連続編目を前記工程Ａの前記既存編目と見做し、前
記工程Ａと同様の編成を行う工程Ｃを１回以上行った後、前記復路編成を行う筒状編地の
編成方法。
　但し、前記工程Ｃを複数回行う場合、各工程Ｃを行なう前にも前記工程Ｂを行う。
【請求項２】
　複数の前記折り返し編成を繰り返す際、一部の前記折り返し編成における前記工程Ｃの
回数を変化させる請求項１に記載の筒状編地の編成方法。
【請求項３】
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　前記工程Ｂにおける前記割増やし目の移動時または移動後に、前記一側針床に係止され
る編目列の編幅方向の外端部と、前記他側針床に係止される編目列の編幅方向の外端部と
、の編幅の差を３目以内にする請求項１または請求項２に記載の筒状編地の編成方法。
【請求項４】
　往路編目列と復路編目列の折り返し端の周縁が傾斜することで形成される傾斜縁部を備
える筒状編地において、
　前記傾斜縁部の少なくとも一部が、前記往路編目列の終端編目と前記復路編目列の始端
編目との間に形成される複数の増し目によって構成され、
　前記増し目は、割増やしによって編成された筒状編地。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、横編機を用いた筒状編地の編成方法、およびその筒状編地の編成方法によっ
て編成された筒状編地に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、横編機を用いた往路編成と復路編成とを備える折り返し編成によって、筒状
編地に傾斜縁部を形成することが行われている。例えば、特許文献１には、折り返し編成
の一種である引き返し編成を用いて、ニットウェア（筒状編地）の衿ぐりの一部を構成す
る傾斜縁部を編成する技術が開示されている。なお、編成の分野では、折り返し編成のう
ち、折り返し端でタック編成などを行いながら徐々に編幅を減らす編成を、特に引き返し
編成と呼んでいる。
【０００３】
　特許文献１の発明では、まず針床に係止されるニットウェアの左前身頃（右前身頃）を
ニットウェアの中央から遠ざかる方向に移動させている。次いで、引き返し編成を行う際
、左前身頃（右前身頃）の移動により空針となった編針に増し目を形成する。そして、上
述した左前身頃（右前身頃）の移動と、引き返し編成とを繰り返す。この一連の編成を行
うことにより、衿ぐりの傾斜縁部に並ぶ増し目が形成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２０１０／０８４５５６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ニットウェアの着用感や見栄えの向上のため、更に編幅方向に対する傾斜縁部の角度を
大きくしたいというニーズがある。しかし、従来の引き返し編成では、往路編成によって
編成された往路編目列の終端編目と、復路編成によって編成された復路編目列の始端編目
と、の間に編成される増し目が一つしかない。そのため、Ｕ字型やＶ字型の衿ぐりの一部
を構成する傾斜縁部の角度を大きくすると、衿ぐりの周長に比して衿ぐりに並ぶ編目の数
が不足し、傾斜縁部の近傍に孔が空いたり、筒状編地が突っ張ったりするなどの問題が生
じる恐れがある。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的の一つは、往路編目列と復
路編目列の間に複数の増し目を編成することができる筒状編地の編成方法を提供すること
にある。また、本発明の目的の一つは、往路編目列と復路編目列の間に複数の増し目によ
って構成される傾斜縁部を備える筒状編地を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の筒状編地の編成方法は、少なくとも前後に対向する一側針床と他側針床を備え
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る横編機を用いて筒状編地を編成する途中に、往路編成と復路編成とで構成される折り返
し編成を繰り返し、前記筒状編地の一部に折り返し端の周縁が傾斜する傾斜縁部を形成す
る筒状編地の編成方法であって、下記工程Ａと工程Ｂを行い、工程Ｃを１回以上行なった
後、前記復路編成を行なう。
［工程Ａ］…前記往路編成の終端編目の折り返し端側に隣接する既存編目に割増やしを行
なって、前記既存編目を対向する編針に移動させると共に、前記既存編目が係止されてい
た編針に新規編目を編成する。
［工程Ｂ］…前記工程Ａの前記既存編目を割増やし目と規定する、または前記既存編目の
ウエール方向に続く連続編目を編成し、その連続編目を割増やし目と規定し、前記終端編
目と前記新規編目との間に前記割増やし目を移動させる。
［工程Ｃ］…前記割増やし目を前記工程Ａの前記既存編目と見做す、または前記割増やし
目のウエール方向に続く連続編目を編成し、その連続編目を前記工程Ａの前記既存編目と
見做し、前記工程Ａと同様の編成を行う。
　但し、前記工程Ｃを複数回行う場合、各工程Ｃを行なう前にも前記工程Ｂを行う。
【０００８】
　ここで、割増やしとは、針床Ｘの編針ＸＸに係止される既存編目Ｐを、針床Ｘに対向す
る針床Ｙの編針ＹＹに移動させると共に、既存編目Ｐから引き出された新規編目Ｑを編針
ＸＸに編成する公知の編成技術のことである。
【０００９】
　本発明の筒状編地の編成方法の一形態として、複数の前記折り返し編成を繰り返す際、
一部の前記折り返し編成における前記工程Ｃの回数を変化させる形態を挙げることができ
る。例えば、傾斜縁部の角度が小さい部分では、工程Ｃの回数を１回とし、傾斜縁部の角
度が大きい部分では、工程Ｃの回数を２回以上とする形態を挙げることができる。工程Ｃ
の回数は６回以下とすることが好ましい。
【００１０】
　本発明の筒状編地の編成方法の一形態として、前記工程Ｂにおける前記割増やしの移動
時または移動後に、前記一側針床に係止される編目列の編幅方向の外端部と、前記他側針
床に係止される編目列の編幅方向の外端部と、の編幅の差を３目以内にする形態を挙げる
ことができる。ここで、編幅方向の外端部とは、往路編成と復路編成の折り返し端側とは
反対側の端部のことである。
【００１１】
　本発明の筒状編地は、往路編目列と復路編目列の折り返し端の周縁が傾斜することで形
成される傾斜縁部を備える筒状編地であって、前記傾斜縁部の少なくとも一部が、前記往
路編目列の終端編目と前記復路編目列の始端編目との間に形成される複数の増し目によっ
て構成され、前記増し目は、割増やしによって編成された筒状編地である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の筒状編地の編成方法では、往路編成の終了から復路編成を開始するまでの間に
複数回の割増やしを行なっている。その結果、往路編成によって編成される往路編目列の
終端編目と、復路編成によって編成される復路編目列の始端編目との間に複数の増し目が
形成された本発明の筒状編地を編成することができる。これら複数の増し目によって、往
路編目列と復路編目列の折り返し端側に傾斜縁部の少なくとも一部が形成される。ここで
、本発明の筒状編地の編成方法で編成したどの編目が、筒状編地の増し目となるかについ
ては、実施形態にて説明を行なう。
【００１３】
　上記本発明の筒状編地では、往路編目列の終端編目と復路編目列の始端編目との間に、
傾斜縁部となる複数の増し目が形成されているため、傾斜縁部に並ぶ増し目が不足すると
いった問題を回避することができる。その結果、筒状編地の傾斜縁部の近傍に孔が空いた
り、筒状編地が突っ張ったりするといった不具合を回避することができる。
【００１４】
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　一部の折り返し編成の工程Ｃの繰り返し数を変化させることで、傾斜縁部の角度に対応
した最適な数の増し目を形成できる。例えば、Ｕ字型の衿ぐりを形成する際に、衿ぐりの
傾斜縁部の角度を徐々に変化させる場合、傾斜縁部の角度が大きい部分で工程Ｃの回数を
多くすることで、傾斜縁部に並ぶ増し目の数が不足することを回避できる。
【００１５】
　折り返し編成を繰り返すにあたり、一側針床と他側針床に係止される編目列の外端部の
差を小さくすることで、両編目列を繋ぐ渡り糸に過剰な張力が作用することを抑制できる
。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】傾斜縁部を含む衿ぐりを有するセーターの概略構成図である。
【図２】傾斜縁部の編成手順を模式的に示す編成イメージ図である。
【図３】実施形態１の傾斜縁部の編成に係る編成工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
＜実施形態１＞
　本実施形態１では、本発明の筒状編地の編成方法を用いて、身頃と袖を有するセーター
（筒状編地）の衿ぐりの一部に傾斜縁部を形成する例を説明する。
【００１８】
　図１に示すセーター１００（筒状編地）は、身頃５０と、セットインタイプの袖（左袖
６１・右袖６２）と、を有する。身頃５０は便宜上、編地の中央を境界として左前身頃５
１と右前身頃５２と後身頃５３とに分けることができる。その身頃５０には、前身頃側が
概略Ｕ字状になった衿ぐり７０が形成されており、その衿ぐり７０には筒状の衿８０が設
けられている。この衿ぐり７０によって、左前身頃５１と右前身頃５２とが離隔された離
隔部５０ｄが形成される。横編機を用いてこのセーター１００を編成するには、脇部に至
るまで身頃５０と袖６１，６２を編成し、さらに衿ぐり７０の下端部７３の位置まで、身
頃５０と袖６１，６２を編成しながら、袖６１，６２を身頃５０に接合する。次いで、袖
６１，６２の編成と減らしとを行いながら身頃５０と衿ぐり７０の輪郭を形成する。そし
て、衿ぐり７０を構成する編目に連続して周回編成により衿８０を編成する。
【００１９】
　上記セーター１００の衿ぐり７０には、その下端部７３から斜め上方（即ち、セーター
１００の編幅方向とウエール方向の両方に交差する方向）に延びる傾斜縁部７１，７２が
形成されている。本例では、この傾斜縁部７１，７２の形成に本発明の筒状編地の編成方
法を用いる。
【００２０】
　セーター１００の左前身頃５１に形成される傾斜縁部７１近傍の編目の状態を図２のイ
メージ図に基づいて説明する。図中の四角形の枠は編目を、Ｖ字は増し目を示しており、
左右方向の太線矢印は折り返し編成の往路編成１と復路編成２の方向を示している。往路
編成１から復路編成２に移行する側（紙面左側）が折り返し端側である。
【００２１】
　図２に示すように、傾斜縁部７１の角度は、往路編成１と復路編成２とで構成される折
り返し編成の折り返し位置を徐々に折り返し端から離れる側（右側）にズラすことで調整
される。往路編成１によって編成される往路編目列１０の終端編目１１の位置と、復路編
成２によって編成される復路編目列２０の始端編目２１の位置は、図２とは異なり、編幅
方向の折り返し端側と反対側（紙面右側）にズレていても良い。復路編目列２０の始端編
目２１の位置を右側にズラすことで、傾斜縁部７１の角度を小さくすることができる。
【００２２】
　本例のセーター１００では、往路編目列１０の終端編目１１と、復路編目列２０の始端
編目２１との間に２つの増し目５が形成されている。これらの増し目５は、後述する筒状
編地の編成方法に示すように、割増やしを利用することで編成される編目である。これら
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の増し目５はいずれも、終端編目１１と始端編目２１とを繋ぐ編糸で構成されている。
【００２３】
　図２に示すように、本例のセーター１００では、左前身頃５１（右前身頃５２）が２段
分編成されるごとに、傾斜縁部７１（７２）の構成する２つの増し目５が編成されている
。つまり、一段の編目列ごとに１つの増し目５が形成されている。そのため、傾斜縁部７
１，７２の編目が不足して衿ぐり７０（衿８０）が小さく縮まったり、左前身頃５１（右
前身頃５２）と衿ぐり７０との間に皺や孔が生じることを回避することができる。その結
果、傾斜角度が大きい傾斜縁部７１，７２を有する深い衿ぐり７０を形成することができ
る。
【００２４】
　次に、傾斜縁部７１の具体的な編成工程を図３に基づいて説明する。図３では、セータ
ー１００の左半分の編成のみを説明する。図中の「Ｓ＋数字」は編成工程の番号を、ＦＤ
は下部前針床（一側針床）を、ＦＵは上部前針床（一側針床）を、ＢＤは下部後針床（他
側針床）を、ＢＵは上部後針床（他側針床）を示す。ＢＤ，ＢＵは、ＦＤ，ＦＵに対して
左右にラッキング可能で、前後の針床間で編目の目移しが可能である。各編成工程で編成
動作に関わる部分は太線で示すと共に、当該工程で新たに編成された編目は塗り潰して示
す。図中の上下方向の矢印は編目の移動方向を、丸囲み数字を付した左右方向の矢印は往
路編成１と復路編成２の編成方向を示す。
【００２５】
　図３のＳ０に示すように、ＦＤには左前身頃５１と左袖６１の前側部分が、ＢＤには後
身頃５３と左袖６１の後側部分が係止されている（破線の右側が左袖６１）。この状態か
ら本発明の筒状編地の編成方法を用いて傾斜縁部７１を編成する。
【００２６】
　Ｓ１では、給糸口９を左方向に移動させ、往路編成１を行うと共に、往路編成１の終端
編目１１の折り返し端側に隣接する既存編目３に割増やしを行う（工程Ａ相当）。往路編
成１によって編成された往路編目列１０は、左前身頃５１と左袖６１の一部となる。また
、上記割増やしによって、Ｓ０でＦＤの編針に係止されていた既存編目３がＦＤに対向す
るＢＵの編針に移動されると共に、Ｓ０で既存編目３が係止されていたＦＤの編針に、既
存編目３から引き出された新規編目１２が編成される。
【００２７】
　ここで、図示する往路編目列１０は天竺組織であるが、リブ組織とすることもできる。
その場合、Ｓ０の左前身頃５１の編目の一部をＢＵに移動させてから往路編成１を行なえ
ば良い。
【００２８】
　Ｓ２では、給糸口９を右方向に移動させ、既存編目３のウエール方向に連続する連続編
目１４を編成する。実施形態では、この連続編目１４を割増やし目１３と規定する。ここ
で、連続編目１４を編成せずに次に示すＳ３を行なっても構わない。その場合、既存編目
３を割増やし目１３と規定し、以降の編成を行なう。
【００２９】
　Ｓ３では、往路編目列１０のうち、終端編目１１を含む一部の編目列をＦＤからＢＵに
移動させる。このＳ３の操作は、終端編目１１と新規編目１２の間に割増やし目１３を挿
入する準備である。
【００３０】
　Ｓ４では、割増やし目１３と、Ｓ３でＢＵに移動させた編目列とを、ＦＤの右方向（折
り返し端から離れる方向）に１目分ズレた位置に移動させる（工程Ｂ相当）。このＳ４に
より、終端編目１１と新規編目１２との間に割増やし目１３が移動される。また、Ｓ４に
より、左前身頃５１の編目と左袖６１の編目とが重ねられた重ね目１５が形成される。重
ね目１５を形成して左袖６１の編幅を減らすことで、終端編目１１と新規編目１２との間
に割増やし目１３を挿入しても、ＦＤに係止される編目列の編幅とＢＤに係止される編目
列の編幅とを揃えることができる。なお、重ね目１５により左前身頃５１の編幅は小さく
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ならない。
【００３１】
　ここで、１回の折り返し編成を行なう度に左前身頃５１の編目と左袖６１の編目とが接
合されるわけではない。そのため、編目１１，１２間への割増やし目１３の挿入に伴い、
ＦＤに係止される編目列の編幅方向の外端（右側の端部）と、ＢＤに係止される編目列の
編幅方向の外端と、の差が大きくなり、両編目列を繋ぐ編糸が切れる恐れがある。そこで
、両編目列の外端の差が大きくなる前に、当該差を３目以内にすることが好ましい。例え
ば、ＦＤに係止される編目列の編幅を減らしたり、ＦＤに係止される編目列の外端の編目
を、ＢＤに係止される編目列の外端の編目のさらに外側に回し込んだりすると良い。
【００３２】
　Ｓ５では、Ｓ４の割増やし目１３を新たな既存編目３と規定し、給糸口９を右方向に移
動させて、既存編目３に割増やしを行なう（工程Ｃに相当）。割増やしによって、ＢＵに
既存編目３（Ｓ２で編成された割増やし目１３）がＢＵに移動され、割増やしを行なう前
に既存編目３が係止されていたＦＤの編針に新規編目１２が編成される。
【００３３】
　Ｓ６では、給糸口９を左方向に移動させ、既存編目３のウエール方向に連続する連続編
目１４を編成する。実施形態では、この連続編目１４を割増やし目１３と規定する。ここ
で、連続編目１４を編成せずに次に示すＳ７を行なっても構わない。その場合、既存編目
３を割増やし目１３と規定し、以降の編成を行なう。
【００３４】
　Ｓ７では、給糸口９を右方向に移動させ、往路編目列１０の終端編目１１の位置を始端
とする復路編成２を行なう。復路編成２の始端編目２１は、終端編目１１のウエール方向
に連続して編成される。始端編目２１の位置は、終端編目１１よりも右側（折り返し端か
ら離れる側）であっても構わない。
【００３５】
　上述した編成工程では、Ｓ５で編成した新規編目１２と、Ｓ６で編成した割増やし目１
３が、図２に示す終端編目１１と始端編目２１の間に形成される増し目５となる。
【００３６】
　Ｓ７の後は、Ｓ７の新規編目１２（増し目５）と始端編目２１との間に割増やし目１３
を移動させ、後身頃５３と、図１の右前身頃５２側の傾斜縁部７２を編成する。傾斜縁部
７２の編成は、図３を左右反転させた編成を行なえば良い。
【００３７】
　ここで、Ｓ６の後に、終端編目１１と新規編目１２の間に割増やし目１３を移動させて
から、Ｓ７に示す復路編成２を行なうこともできる。
【００３８】
＜実施形態２＞
　図２に示す往路編目列１０の終端編目１１と復路編目列２０の始端編目２１との間に３
つ以上の増し目５を編成することもできる。実施形態２の編成は、実施形態１の編成と組
み合わせて使用することもできる。実施形態２では、３つの増し目５を編成する手順を、
図３を利用して説明する。
【００３９】
　図２の二つ目の増し目５を編成するまでは図３のＳ１～Ｓ６と同様に行なうことができ
る。Ｓ６の後は、Ｓ３，Ｓ４と同様の編成、即ちＳ６における終端編目１１と新規編目１
２との間に割増やし目１３を移動させる編成を行なう（２回目の工程Ｂ）。
【００４０】
　次いで、割増やし目１３を新たな既存編目３と規定し、Ｓ５，Ｓ６と同様の編成、即ち
既存編目３に対する割増やしと、連続編目１４の編成を行なう（２回目の工程Ｃ）。最後
に、連続編目１４を割増やし目１３と規定し、終端編目１１と新規編目１２の間に割増や
し目１３を移動させてから、復路編成２を行なう。割増やし目１３は、３つ目の増し目と
なる。ここで、割増やし目１３の移動は、復路編成２の後に行なっても良い。その場合、
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割増やし目１３は、新規編目１２と、復路編成２の始端編目２１との間に移動させる。
【００４１】
　また、４つ以上の増し目を編成する場合、上述した考え方と同様の考え方に基づいて４
つ目の増し目を編成することができる。つまり、２回目の工程Ｃの後に３回目の工程Ｂを
行ってから、３回目の工程Ｃを行う。
【００４２】
＜実施形態３＞
　往路編成１と復路編成２との間に２つの増し目を形成する実施形態１の編成と、往路編
成１と復路編成２との間に３つ以上の増し目を形成する実施形態２の編成に加えて、往路
編成１と復路編成２との間に１つの増し目を編成する従来の折り返し編成を組み合わせる
こともできる。これらの編成を組み合わせることで、傾斜縁部の角度や周長、身頃の組織
に応じた最適な数の増し目を傾斜縁部に形成することができる。例えば、身頃をリブ組織
などで編成しても、リブ組織の収縮に応じた最適な数の増し目を傾斜縁部に形成すれば、
傾斜縁部の近傍に孔が空くといった不具合をなくすことができる。
【００４３】
＜その他＞
　実施形態１～３では４枚ベッド横編機を用いた傾斜縁部の編成を説明した。これに対し
て、２枚ベッド横編機を用いて傾斜縁部を編成することもできる。その場合、隣接する編
目の間に空針が設けられた針抜き状態で編成を行う。
【００４４】
　以上説明した実施形態では、衿ぐりに傾斜縁部を形成したが、傾斜縁部の形成位置は衿
ぐりの位置に限定されるわけではない。例えば、ノースリーブのアームホールに傾斜縁部
を形成することもできる。
【符号の説明】
【００４５】
１　往路編成　１０　往路編目列　１１　終端編目
２　復路編成　２０　復路編目列　２１　始端編目
３　既存編目
　１２　新規編目　１３　割増やし目　１４　連続編目　１５　重ね目
５　増し目
１００　セーター（筒状編地）
　５０　身頃　５１　左前身頃　５２　右前身頃　５３　後身頃
　５０ｄ　離隔部
　６１　左袖　６２　右袖
　７０　衿ぐり　７１，７２　傾斜縁部　７３　下端部
　８０　衿
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